
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

▸市内の賃貸住宅にお住いの方や、親と同居されている市民を対象にマイホームの新築 

や立て直しの費用の一部（最大60万円）を補助 

対象者 

工事請負契約の締結日から継続してかすみがうら市に住所を有してい

る者 

年齢が２０歳以上５５歳未満である者 

建築基準法の検査済証に記載された建築主と同一の者 

市内に住宅を複数所有していない者 

世帯全員が市税の滞納がないこと                    など 

対象住宅 

ご自身が居住する一戸建ての住宅の新築又は改築（床面積７０㎡以上） 

工事請負契約の締結日が令和３年４月１日以降であること（変更契約を

除く） 

新築（改築）の住宅の登記日から１年以内であること 

補助額 

補助基本上限額・・・20万円 

長期優良住宅・・・補助基本上限額+20万円 

居住誘導区域・・・補助基本上限額+20万円 

※個々の補助対象の有無や手続きなど詳細な内容については、市ホームページをご覧 

いただくか事前に下記までお問い合わせください。 

定住サポート 

 

最大60万円 

かすみがうら市 都市整備課 


